
山での遭難・山の事故」の被害に遭わないため

事件事故発生数

●事故

物件事故 ７件

人身事故 １件

●事件

自転車盗 １件

屋外盗（その他） １件

詐欺未遂電話 １件

（３/１５～４/１０現在）

酔ってても自転車なら

運転して良かろ～。

私は運転してないから

大丈夫でしょう～。

この自転車に乗って帰

らんね～。

全員アウト！

違反です！！

〇 飲酒運転違反者は、

３年以下の懲役または５０万円以下の罰金

〇 自転車の提供者は

３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

〇 酒類の提供者・同乗者は

２年以下の懲役又は３０万円以下の罰金

自転車なら、ちょっとくらい

飲んでも良かろうもん。


